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〜 不動産の相続登記や維持管理などのお悩み解決への第一歩 〜

第２回 空き家と相続の無料個別相談会に参加してきました

　こんにちは。地域おこし協力隊の山中です。暑い日
が続いておりますが皆さんお元気にされていますか？
和 水 町 移 住 定 住 支 援 センター で は、7 月25日（ 木 ）
に「第２回 空き家と相続の無料個別相談会」が行われ
ました。今年 4 月にスタートした相続登記の義務化に
伴い、大切な『不動産』を『負動産』にしないために、
登記や維持管理の悩みなどを専門家と一緒に考えてみ
ようという相談会。主催は、移住定住業務を担当して
いる先輩協力隊の森田隊員。不動産、私にはあまり馴
染みの無いジャンル。そもそも相続登記が義務化って
なんだろう…。異なる業務を担当している森田隊員の 
イベントを取材してきました。

　相談会では、各回２人の講師を招き、不動産のお悩
みについて参加者を交え話し合っていきます。協力隊と 
講師のお２人はお客様から事前にうかがっている内容を
共有しています。相談会開始後は、講師のお２人が悩
みに対して、解決案を相談者に分かりやすく説明されて
いました。一筋縄ではいかない案件が多くある中で、最
大限のベストを尽くそうとする３人。私はその熱量に終
始圧倒されていました。その中でも「家族や家に対する 
考え方・在り方が時代と共に変化している」という先生
方の言葉がとても印象的で、私は家や家族の事を知って
いるようで知らなかったという気付きに繋がりました。

次回の空き家と相続の無料個別相談会は９月26日木です
空家に関するお悩みや不安ごとがありましたらお気軽にお問い合わせください。

終了しました 終了しました

お悩み解決の第一歩をサポートしてくれる相談会、私も
同様の悩みに直面した際は、まず最初にこちらに相談し
たいと思えるような濃密な内容でした。

　最後に、森田隊員に本イベントへの思いを聞きました！
『 相談を寄せてくださった人たちの力になりたいという
気持ちで必死に勉強してきました。法律関連の相談が
多く寄せられ、ここまでこられたのも先生方のお力の 
おかげです。他の協力隊 OG や周囲の人たちとの相談も
とても勉強になり、今現在その環境が自分にとって良い
プレッシャーになっています。同時に、関係している人
たちに感謝しています。この相談会を通して、悩みが解
決していく姿を見ると「やって良かった」と心から思い
ます。今回よりも次回、さらに良くなる
ように環境を整えて臨みます。』

※相談会の様子は Instagram
「なごみ移住計画」でも発信してます→

相続登記が義務化になりました。今年４月から
スタート

相続人は、不動産（土地・建物）を相続で取得したことを知った
日から３年以内に、相続登記をすることが法律上の義務に
なります。 【 引用元 - 相続登記の申請義務化に関する Q ＆ A 】

（左から）森田隊員、
　安原 勇 氏【講師】、 津崎 伸宏 氏【講師】
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